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伊 勢 崎 市 道 路 位 置 指 定 取 扱 基 準  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 基 準 は 、建 築 基 準 法（ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 。以 下「 法 」

と い う 。）第 ４ ２ 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定 に

つ い て 、 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ５ 年 政 令 第 ３ ３ ８ 号 。 以 下 「 令 」

と い う 。）第 １ ４ ４ 条 の ４ 、建 築 基 準 法 施 行 規 則（ 昭 和 ２ ５ 年 建 設 省

令 第 ４ ０ 号 。以 下「 省 令 」と い う 。）第 ９ 条 、建 築 基 準 法 施 行 令 第 １

４ ４ 条 の ４ 第 １ 項 第 １ 号 ハ の 規 定 に よ り 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 自 動

車 の 転 回 広 場 に 関 す る 基 準 （ 昭 和 ４ ５ 年 建 設 省 告 示 第 １ ８ ３ ７ 号 ） 、

群 馬 県 建 築 基 準 法 例 規・事 例 集（ 昭 和 ５ ９ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ）３ ― ａ 及

び 伊 勢 崎 市 建 築 基 準 法 施 行 細 則（ 平 成 １ ７ 年 伊 勢 崎 市 規 則 第 １ ４ ３ 号 。

以 下「 細 則 」と い う 。）第 １ ３ 条 及 び 伊 勢 崎 市 道 路 用 地 寄 附 受 入 基 準

（ 平 成 １ ７ 年 １ 月 １ 日 制 定 。以 下「 受 入 基 準 」と い う 。）第 ２ 条 に 定

め が あ る も の の ほ か 、そ の 具 体 的 な 基 準 を 定 め る こ と に よ り 良 好 な 市

街 地 の 形 成 を 確 保 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 寄 附 行 為 ）  

第 ２ 条  法 第 ４ ２ 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定 に 基 づ き 伊 勢 崎 市 か ら 道 路 の

位 置 の 指 定 を 受 け よ う と す る 者（ 以 下「 申 請 者 」と い う 。）は 、同 号

の 規 定 に 基 づ き 位 置 を 指 定 さ れ た 道（ 以 下「 指 定 道 路 」と い う 。）を 、

受 入 基 準 第 ２ 条 に 基 づ き 伊 勢 崎 市 に 寄 附 す る こ と が で き る 。  

⑴  指 定 道 路 が 寄 附 さ れ た 場 合 、管 理 は 伊 勢 崎 市 が 行 う も の と す る 。 

⑵  指 定 道 路 が 寄 附 さ れ な い 場 合 、 管 理 は 土 地 所 有 者 が 行 う も の と

す る 。  

２  区 画 整 理 等 事 業 中 に お け る 寄 附 は 、区 画 整 理 事 業 完 了 後 受 け る も の

と す る 。  

３  指 定 道 路 の 地 中 に 埋 設 す る 埋 設 管 等 は 、受 入 基 準 を 満 た し た も の に

つ い て 寄 附 を 受 け る も の と す る 。  

４  前 ３ 項 で 行 う 寄 附 行 為 は 、事 前 に 計 画 書 を も っ て 寄 附 行 為 者 が 関 係
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各 課 と 協 議 す る こ と と す る 。  

（ 指 定 道 路 に つ い て の 申 請 書 の 様 式 ）  

第 ３ 条  省 令 第 ９ 条 の 申 請 書（ 以 下「 申 請 書 」と い う 。）の 様 式 は 、細

則 様 式 第 ２ ２ 号 と す る 。  

⑴  省 令 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 、 申 請 書 は 正 本 １ 通 、 副 本 １ 通 と す る 。 

⑵  申 請 書 の 記 入 方 法 は 、 別 紙 第 １ に 示 す も の と す る 。  

（ 申 請 書 に 必 要 な 図 書 ）  

第 ４ 条  省 令 第 ９ 条 及 び 細 則 第 13条 第 １ 項 に 定 め る 申 請 時 に 必 要 な 図

書 は 、 別 紙 第 ２ に 示 す も の と す る 。  

（ 図 書 の 作 成 方 法 ）  

第 ５ 条  申 請 書 に 必 要 な 図 書 の 作 成 方 法 は 、別 紙 第 ３ に 示 す も の と す る 。 

（ 指 定 道 路 の 幅 員 ）  

第 ６ 条  法 第 ４ ２ 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定 に 基 づ く 指 定 道 路 の 幅 員 は 、別

図 ― １ の 基 準 に よ る も の と す る 。  

（ す み 切 り ）  

第 ７ 条  令 第 １ ４ ４ 条 の ４ 第 １ 項 第 ２ 号 た だ し 書 に 規 定 す る す み 切 り

に つ い て 、 伊 勢 崎 市 が 認 め る も の は 、 別 図 ― ２ に 掲 げ る も の と す る 。 

（ 指 定 道 路 の 構 造 ）  

第 ８ 条  指 定 道 路 の 構 造 に つ い て は 、 別 紙 第 ４ に 示 す も の と す る 。  

（ 側 溝 、 街 渠
き ょ

そ の 他 の 施 設 ）  

第 ９ 条  令 第 １ ４ ４ 条 の ４ 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定 に よ る 側 溝 、街 渠
き ょ

そ の 他

の 施 設（ 以 下「 側 溝 等 」と い う 。）は 、周 囲 の 状 況 、地 形 、降 雨 量 そ

の 他 の 諸 事 項 を 勘 案 し て 、別 図 ― ３ に 示 す 構 造 と 同 等 以 上 の 機 能 を 有

し た も の と し な け れ ば な ら な い 。  

２  側 溝 等 は 、い っ 水 、滞 水 、漏 水 の お そ れ の な い よ う に 設 置 し 、そ の

放 流 先 は 、公 共 の 排 水 路 又 は こ れ に 準 ず る 施 設 に 接 続 し な け れ ば な ら

な い 。た だ し 、周 囲 の 状 況 に よ り 伊 勢 崎 市 が や む を 得 な い と 認 め た 場

合 は 、 こ の 限 り で な い 。  
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３  当 該 指 定 道 路 が 既 存 道 路 に 接 続 す る 場 合 、側 溝 等 の 構 造 を ボ ッ ク ス

カ ル バ ー ト と 入 れ 替 え る 。  

４  当 該 指 定 道 路 が 既 存 歩 道 に 接 続 し た 場 合 、既 存 歩 道 の 舗 装 厚 さ を 既

存 道 路 の 舗 装 基 準 と 同 等 の 厚 さ に す る 。  

（ 延 長 ）  

第 １ ０ 条  令 第 １ ４ ４ 条 の ４ 第 １ 項 第 １ 号 イ に 規 定 す る 延 長 を 計 る 方

法 に つ い て は 、 別 図 ― ４ に 示 す も の と す る 。  

（ 転 回 広 場 ）  

第 １ １ 条  令 第 １ ４ ４ 条 の ４ 第 １ 項 第 １ 号 ハ に 規 定 す る 転 回 広 場 は 、終

端 部 に 設 け る も の は 別 図 ― ５ の 基 準 に よ る も の と し 、 中 間 部 に 設

け る も の は 、別 図 ― ６ の 基 準 に よ る も の と す る 。た だ し 、伊 勢 崎 市

が 周 囲 の 状 況 に よ り 、避 難 及 び 通 行 の 安 全 上 支 障 が な い と 認 め た 場 合

は 、 こ れ と 異 な る 基 準 に よ る こ と が で き る 。  

（ 写 真 管 理 ）  

第 １ ２ 条  写 真 管 理 の 報 告 に つ い て は 、 別 紙 第 ５ に 示 す も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ３ 条  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め た 場 合 、必 要 に 応 じ 関 係 各 書 類 等 及

び 各 指 示 又 は 指 導 を 申 請 者 に 請 求 及 び 要 求 す る こ と が で き る 。  

附  則  

こ の 基 準 は 、 平 成 １ ７ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 基 準 は 、 決 裁 の 日 （ 平 成 ２ ４ 年 １ 月 ２ ３ 日 決 裁 ） か ら 施 行 す る 。 

附  則  

こ の 基 準 は 、 決 裁 の 日 （ 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 決 裁 ） か ら 施 行 す る 。 

附  則  

こ の 基 準 は 、 平 成 ２ ８ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 基 準 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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別 紙 第 １ （ 第 ３ 条 関 係 ）  

申 請 書 の 記 入 方 法  

⑴  申 請 者 住 所 氏 名 の 欄  申 請 者 の 現 住 所 と 氏 名 を 記 入 し 押 印 す る 。。 

⑵  代 理 人 住 所 氏 名 の 欄  申 請 代 理 人 の 現 住 所 と 氏 名 を 記 入 し 押 印

す る 。  

⑶  道 路 敷 地 の 地 名 地 番 の 欄  道 路 敷 地 と な る 土 地 の 地 名 地 番 を 記

入 す る 。  

⑷  用 途 地 域 の 欄  該 当 す る 用 途 を 記 入 す る 。  

⑸  防 火 地 域 の 欄  防 火 地 域 の 指 定 、 指 定 な し を 記 入 す る 。  

⑹  そ の 他 の 区 域 、地 域 、地 区 及 び 街 区 の 欄  申 請 地 が そ の 他 関 係 す

る 区 域 、 地 域 、 地 区 、 街 区 名 を 記 入 す る 。  

⑺  道 路 の 幅 員 及 び 延 長 の 欄  指 定 を 受 け る 道 路 の 幅 員 及 び 延 長 を

記 入 す る 。  

⑻  道 路 の 構 造 の 欄  指 定 を 受 け る 道 路 の 構 造 を 記 入 す る 。  

⑼  道 路 に 接 す る 両 端 道 路 の 幅 員 の 欄  指 定 を 受 け る 道 路 が 接 す る

既 存 道 路 の 幅 員 を 記 入 す る 。  

⑽  開 発 予 定 区 域 の 面 積 の 欄  指 定 を 受 け る 道 路 を 使 用 す る 宅 地 全

体 の 面 積 を 記 入 す る 。  

⑾  予 定 建 築 物 の 用 途 の 欄  予 定 の 建 築 物 の 用 途 を 記 入 す る 。  

⑿  排 水 処 理 方 法 の 欄  今 後 予 定 さ れ る 雨 水 及 び 汚 水 雑 排 水 の 処 理

方 法 を 記 入 す る 。  

⒀  工 事 着 工 予 定 年 月 日 の 欄  着 工 予 定 年 月 日 を 記 入 す る 。  

⒁  工 事 完 了 予 定 年 月 日 の 欄  完 了 予 定 年 月 日 を 記 入 す る 。  

⒂  他 の 法 令 に よ る 許 可 の 要 否 の 欄  建 築 基 準 法 以 外 の 法 令 に よ る

許 可 の 要 否 に つ い て 記 入 す る 。  
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別 紙 第 ２ （ 第 ４ 条 関 係 ）  

申 請 に 必 要 な 図 書 （ 正 本 １ 部 ・ 副 本 １ 部 ）  

⑴  道 路 位 置 指 定 申 請 書  

⑵  委 任 状  

⑶  道 路 位 置 指 定 申 請 地 及 び 道 路 隣 接 地 の 登 記 事 項 証 明 書  

⑷  道 路 敷 地 に 伴 う 権 利 者（ 登 記 事 項 証 明 書 で 甲 区 及 び 乙 区 欄 に 記

載 さ れ る 全 て の 者 ） の 同 意 書  

⑸  道 路 敷 地 に 伴 う 権 利 者（ 登 記 事 項 証 明 書 で 甲 区 及 び 乙 区 欄 に 記

載 さ れ る 全 て の 者 ） の 印 鑑 登 録 証 明 書  

⑹  道 路 隣 接 所 有 者 同 意 書  

⑺  水 利 権 者 同 意 書  

⑻  許 可 書 等  

⑼  既 存 道 路 の 接 続 同 意 書  

⑽  案 内 図  

⑾  付 近 見 取 図  

⑿  公 図  

⒀  実 測 図  

⒁  地 籍 図  

⒂  道 路 断 面 図  

⒃  道 路 縦 断 図  

⒄  給 排 水 図  

⒅  排 水 構 造 図  
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別 紙 第 ３ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

申 請 に 必 要 な 図 書 の 作 成 方 法  

⑴  案 内 図  

ア  都 市 計 画 図 を 利 用  

イ  方 位 、 縮 尺 、 申 請 位 置 、 転 写 者 （ 氏 名 ・ 印 ） を 記 入  

⑵  付 近 見 取 図  

ア  原 則 と し て 都 市 計 画 図 （ 白 図 ） を 利 用  

イ  縮 尺 は １ ： ２ ５ ０ ０ と す る 。  

ウ  方 位 を 記 入  

エ  指 定 を 受 け よ う と す る 道 路 （ 赤 線 で 表 示 ） 及 び 目 標 と な る 地 物

の 状 況 を 明 確 に 表 示 す る 。  

オ  転 写 者 （ 氏 名 ・ 印 ） を 記 入  

⑶  公 図 の 写 し （ 換 地 図 ）  

ア  法 務 局 備 付 け の 公 図 を 転 写 す る こ と 。  

イ  指 定 道 路 の 位 置 を 公 図 の 写 し に 記 入 す る こ と （ 赤 線 で 表 示 ） 。  

ウ  方 位 、 縮 尺 、 転 写 事 項 （ 年 月 日 ・ 場 所 ・ 氏 名 ・ 印 ） を 記 入 し 明

確 に 表 示 す る 。  

エ  指 定 を 受 け よ う と す る 道 路 及 び 関 係 隣 接 者 の 地 名 地 番 、 所 有 者

の 表 示  

⑷  地 籍 図 （ 区 画 実 測 図 ）  

ア  方 位 、 縮 尺 、 求 積 表 （ 道 路 ・ 各 宅 地 別 ） 、 杭 の 表 示 は 明 確 に 表

示 す る 。  

イ  道 路 部 分 及 び 関 係 土 地 を 求 積 し た も の を 作 成 す る 。  

⑸  実 測 図 （ 土 地 利 用 計 画 図 ）  

ア  方 位 、 縮 尺 、 作 成 し た 年 月 日 、 氏 名 、 印 を 明 確 に 表 示 す る 。  

イ  道 路 の 表 示 は 、 道 路 （ 幅 員 ・ 延 長 ・ す み 切 り ・ 標 杭 ・ 境 界 杭 ・

地 番 ・ 地 目 ）  

ウ  排 水 先 名 称  



7/24 

エ  既 存 道 路 、 水 路 位 置 の 表 示  

オ  開 発 区 域 内 の 土 地 、 建 物 、 工 作 物 （ 権 利 者 、 所 有 権 者 ） の 表 示  

⑹  道 路 断 面 図  

ア  縮 尺 は １ ： ５ ０ 位 と し 、 幅 員 、 勾 配 、 側 溝 の 種 類 、 道 路 表 面 の  

構 造 、 仕 上 げ 、 排 水 勾 配 等 を 記 入 す る 。  

イ  作 成 者 （ 氏 名 ・ 印 ） を 表 示  

⑺  道 路 縦 断 図  

ア  縮 尺 は １ ： ５ ０ 位 と し 、 勾 配 及 び 始 終 端 部 の 構 造 等 、 官 民 境 界

線 を 記 入 し 、 接 続 す る 既 存 道 路 を 表 示 す る 。  

イ  作 成 者 （ 氏 名 ・ 印 ） を 表 示 す る 。  

⑻  給 排 水 図  

 排 水 経 路 は 、 土 地 利 用 計 画 図 に 表 示 可 能 と す る 。  

⑼  排 水 構 造 図  

浄 化 増 、 浄 化 枡 、 排 水 枡 、 側 溝 の 各 構 造 図 は 、 道 路 断 面 図 に 表

示 し た 図 面 と は 別 に 作 成 す る 。  
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別 紙 第 ４ （ 第 ８ 条 関 係 ）  

⑴   路 面 の 構 造  

砂 利 敷 等 の 場 合 （ ぬ か る み と な ら な い 構 造 ）  

砂 利 等 ｔ ≧ １ ５ ０ ｍ ｍ  

簡 易 舗 装 の 場 合  

（ 受 入 基 準 第 ３ 条 に 適 合 し な け れ ば な ら な い 。 ）  

表 層 （ 密 粒 ア ス コ ン ）  ｔ ≧ ４ ０ ｍ ｍ  

基 層 （ 粒 調 砕 石 ３ ０ ― ０ ）  ｔ ≧ ７ ０ ｍ ｍ  

下 層 （ 下 層 路 盤 ４ ０ ― ０ ）  ｔ ≧ １ ９ ０ ｍ ｍ  

⑵  縦 断 勾 配  

１ ２ パ ー セ ン ト 以 下 と す る 。 ９ パ ー セ ン ト 以 上 の 勾 配 の 場 合 は 、

滑 り 止 め 舗 装 を し な け れ ば な ら な い 。  

⑶  横 断 勾 配  

セ メ ン ト コ ン ク リ ー ト 舗 装  １ .５ 以 上 ２ .０ 以 下  

ア ス フ ァ ル ト コ ン ク リ ー ト 舗 装  １ .５ 以 上 ２ .０ 以 下  

そ の 他  ３ .０ 以 上 ５ .０ 以 下  

歩 道 又 は 自 転 車 道  １ .５ 以 上 ２ .５ 以 下  
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別 紙 第 ５ （ 第 １ ２ 条 関 係 ）  

※ 状 況 写 真 撮 影 を 表 す 。  

※ 写 真 管 理 し た 位 置 を 別 図 に 記 入 す る 。  

１ ）  工 事 着 工 前 、 後  写 真  

２ ）  各 構 造 物 の 積 み 上 げ の 設 計 、 実 測 を 黒 板 で 写 真 管 理 す る 。  

３ ）  写 真 管 理 は 同 一 場 所 と す る 。  

４ ）  完 了 後 、 検 査 時 に コ ア ２ 箇 所 開 け て お く 。  

「 側 溝 工 」  左 側 ・ 右 側 各 １ 箇 所 必 要  

※ 状 況 写 真 撮 影 を 表 す 。  

床 堀 工 （ 床 付 出 来 形 写 真 管 理 ）  

砕 石 基 礎 （ 砕 石 基 礎 出 来 形 写 真 管 理 ）  

基 礎 コ ン ク リ ー ト （ 基 礎 コ ン ク リ ー ト 出 来 形 写 真 管 理 ）  

使 用 材 料 （ 使 用 す る 材 料 出 来 形 写 真 管 理 ）  

※  床 堀 状 況 （ 掘 削 状 況 ）  

※  砕 石 転 圧 状 況 （ 転 圧 状 況 ）  

※  敷 き モ ル タ ル （ 敷 き モ ル タ ル 均 し 状 況 ）  

※  側 溝 設 置 工 （ 設 置 状 況 ）  

※  布 設 工 （ 設 置 状 況 ）  

「 地 先 境 界 ブ ロ ッ ク 工 」  １ 箇 所 必 要  

使 用 材 料 （ 使 用 す る 材 料 出 来 形 写 真 管 理 ）  

床 堀 工 （ 床 付 出 来 形 写 真 管 理 ）  

砕 石 基 礎 （ 砕 石 基 礎 出 来 形 写 真 管 理 ）  

基 礎 コ ン ク リ ー ト （ 基 礎 コ ン ク リ ー ト 出 来 形 写 真 管 理 ）  

設 置 完 了 （ 地 先 境 界 ブ ロ ッ ク 工 の 出 来 形 の 状 況 写 真 ）  

「 路 盤 工 」  始 点 ・ 中 間 点 ・ 終 点 の ３ 箇 所 写 真 管 理 が 必 要  

※ 状 況 写 真 撮 影 を 表 す 。  

床 堀 工 （ 床 付 出 来 形 写 真 管 理 ）  

路 盤 工 （ 下 層 路 盤 工 ４ ０ ― ０ 、 １ ９ ０ 以 上 が 確 認 で き る 写 真 ）  
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※  路 盤 工 （ 下 層 路 盤 工 転 圧 管 理 ）  

路 盤 工 （ 粒 調 砕 石 工 ３ ０ ― ０ 、 ７ ０ 以 上 が 確 認 で き る 写 真 ）  

※  路 盤 工 （ 粒 調 砕 石 工 転 圧 管 理 ）  

※  乳 剤 散 布 （ 乳 剤 散 布 状 況 ）  

※  表 層 工 （ 密 粒 ア ス コ ン ４ ０ 以 上 、 敷 き 均 し 状 況 ）  

※  転 圧 工 （ 転 圧 状 況 ）  

☆  上 記 以 外 必 要 と 思 わ れ る 写 真 を 添 付  

道 の 築 造 完 了 届 書 に 添 付 す る 書 類 は 、 申 請 書 に 添 付 し た 図 書 （ 図 面 ）

を 添 付 し 、工 事 写 真 帳 に 設 計 、実 測 等 の 数 字 を 書 き 入 れ て 、２ 部 提 出 す

る 。  
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別 図 ― １ （ 第 ６ 条 関 係 ）  

Ｗ １ ： 有 効 幅 員 ４ ｍ 以 上 （ 有 効 幅 員 内 に 工 作 物 は 設 け な い こ と ）  

Ｗ ２ ： 道 路 敷  

道 路 指 定 行 為 は 、 道 路 敷 の 範 囲 と す る 。  

⑴  Ｕ 型 側 溝 設 置 の 場 合  

溝 蓋 の 設 置  

 

⑵  Ｌ 型 側 溝 設 置 の 場 合  

 

⑶  歩 車 道 分 離 の 場 合  
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⑷  盛 土 、 切 土 等 の 場 合  

 

⑸  公 共 物 等 を 含 む 場 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13/24 

別 図 ― ２ （ 第 ７ 条 関 係 ）  

す み 切 り の 取 り 方（ 幅 員 に か か わ ら ず 原 則 と し て 規 定 の す み 切 り が 必

要 ）  

⑴  一 般 の 場 合  ⑵  第 42条 ２ 項 道 路 の 場 合  

  

⑶  鋭 角 部 分 の 場 合  ⑷  水 路 等 が あ る 場 合  

 

 

⑸  歩 道 が あ る 場 合  ⑹  中 間 で 屈 曲 す る 場 合  
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⑺  ど ち ら か 一 方 の す み 切 り 部 分

が ２ ｍ 以 上 と れ な い 場 合  

⑻  途 中 で 幅 員 が 変 わ る 場 合  
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別 図 ― ３ （ 第 ９ 条 関 係 ）  
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別 図 ― ３ ― ２  
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別 図 ― ４ （ 第 １ ０ 条 関 係 ）  

※ 道 路 の 中 心 距 離 と す る 。  

⑴   新 設 道 路 の 場 合  

 

⑵   法 第 42条 第 ２ 項 道 路 に 接 続 す る 場 合  

 

⑶   水 路 に 接 す る 場 合  

       

⑷  歩 道 に 接 続 す る 場 合  
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⑸  位 置 を 指 定 す る 道 に 水 路 等 が 存 在 す る 場 合  

 

⑹  屈 折 し た 場 合  

 

⑺  転 回 広 場 等 を 設 け る 場 合  
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別 図 ― ４ ― ２  

既 存 指 定 道 路 に 接 続 す る 場 合 （ 昭 和 ４ ６ 年 １ 月 １ 日 以 前 の 指 定 道 路

に 接 続 ）  

（ 参 考 ）  建 築 基 準 法 施 行 令 附 則 (の )（ 改 正 前 の 法 第 ４ ２ 条 第 １ 項

第 ５ 号 に 規 定 に よ る 指 定 ）  

こ の 政 令 の 施 行 の 際 現 に 改 正 法 に よ る 改 正 前 の 建 築 基 準 法 第 ４ ２

条 第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 に よ る 道 路 の 位 置 指 定 を 受 け て い る 道 は 、 こ

の 政 令 に よ る 改 正 後 の 建 築 基 準 法 施 行 令 第 １ ４ ４ 条 の ４ 第 １ 項 各 号

に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る も の と み な す 。  

（ 注 ）  施 行 年 月 日 は 昭 和 ４ ６ 年 １ 月 １ 日  

⑴  

 

⑵  

 

⑶  
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⑷  

 

 

⑸  

 

⑹  

 

⑺  
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⑻  

 

 

（ 注 ）  既 存 道 路 が 法 第 ４ ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 道 路 に 接 続 す る 場

合 も 前 記 ⑴ ～ ⑻ に 準 ず る 。  

（ 注 ）  昭 和 ４ ６ 年 以 降 に 指 定 済 の 道 路 に 接 続 す る 場 合 は 、 既 存 指

定 道 路 を 含 め て 令 第 １ ４ ４ 条 の ４ 第 １ 項 各 号 の 検 討 を し な け れ ば

な ら な い 。  
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別 図 ― ５ （ 第 １ １ 条 関 係 ）  

⑴  

 

⑵  

 

⑶  

 

⑷  
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別 図 ― ６ （ 第 １ １ 条 関 係 ）  

⑴    

         

⑵    

  

⑶    

  

⑷    
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※ 回 転 広 場 の と り 方  

建 設 省 告 示 第 １ ８ ３ ７ 号（ 昭 和 ４ ５ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日 ）に 規 定 す る 事 項

を 満 足 す れ ば 原 則 と し て 形 状 は 問 わ な い 。回 転 広 場 の み に 接 す る 敷 地

は 法 第 ４ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に 適 合 し て い る も の と す る 。  

（ 参 考 ） 小 型 四 輪 車  道 路 運 送 車 両 法 施 行 規 則（ 昭 和 ２ ６ 年 運 輸 省

令 第 ７ ４ 号 ）  

 


